
教職員定数の改善及び義務教育に係る確実な財源保障に関する意見書 

 

社会の変化に伴い学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、教師の長時間勤務の看過できな

い実態が明らかになっている。 

その中で我が国の学校教育が挙げてきた大きな蓄積と高い効果を持続可能なものとし、新学習

指導要領を円滑に実施していくため、「学校における働き方改革」が進められている。地方自治体

が、この改革を推進しながらより質の高い学校教育を実現するためには、学級編制の標準の引き

下げや加配の充実など教職員の定数改善が必要である。 

また、義務教育については、地方公共団体の財政事情により格差が生じることなく、「教育の機

会均等」と「教育水準の維持向上」が図られる必要があり、義務教育費国庫負担金及び地方交付

税が重要な財源となっている。そのため、国の責任において、財源が確実に保障される必要があ

る。 

国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分認識され、地方自治体が計画的に教育

行政を進めることができるように、下記の事項について措置されるよう強く要望する。 

記 

１ 学級編制の標準の引き下げや加配の充実など教職員の定数改善を推進すること。 

２ 教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担金及び地方交付税に

ついて、財源の拡充も含め、所要の財政措置を講じること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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